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アルゼンチン向け輸出食肉の取扱要綱 

１ 目的 

  この要綱は、アルゼンチン向け輸出食肉（牛の骨付き又は骨なしの骨格筋に

限る。）について、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則（令

和２年財務省・厚生労働省・農林水産省令第１号）第５条に基づく衛生証明書

の発行、第 16 条に基づく適合施設の認定、第 21 条に基づく定期的な確認に

関する手続きを定めるものである。 

 

２ 認定の要件 

  アルゼンチン向け輸出食肉を取り扱うと畜場及び食肉処理場（本要綱にお

いて「と畜場等」という。また、食肉処理場は食肉を分割し、又は細切する

施設をいう。）は、次の要件を満たさなければならない。 

（１） 「アメリカ合衆国向け輸出食肉の取扱要綱」（本要綱において「対米

認定要綱」という。）３（（１）のイの（エ）及び（オ）並びに（２）を

除く。）に掲げる事項を満たすと畜場等であること。 

（２） ９に基づく、不正防止対策が実施されていること。 

（３） 別に定める残留物質に関するモニタリングが実施されていること。 

 

３ 認定等の手続 

（１） と畜場等の設置者の申請手続 

アルゼンチン向け輸出食肉を取り扱うと畜場等としての認定を受けよう

とすると畜場等の設置者（本要綱において「設置者」という。）は、と畜

場にあっては別紙様式１により、食肉処理場にあっては別紙様式２により

当該と畜場等を管轄する食肉衛生検査所長又は保健所長及び都道府県知事

又は保健所を設置する市の市長（本要綱において「都道府県知事等」とい

う。）を経由して厚生労働省宛て関係資料を添付し、必要な手数料ととも

に申請し、併せて、当該申請書類の副本を当該と畜場等のある地域を管轄

する地方厚生局健康福祉部食品衛生課（本要綱において「地方厚生局」と

いう。）宛て提出する。なお、対米認定要綱に基づき、厚生労働省により

既にアメリカ合衆国に輸出可能なと畜場等として認定されていると畜場等

の申請にあっては、別紙様式１及び別紙様式２に掲げる添付書類の添付は

不要とする。 



（２） 都道府県等の提出手続 

設置者から申請書を受け付けた都道府県知事等は、別紙様式３により当

該と畜場等の検査体制に関する資料を添えて厚生労働省宛て提出し、併せ

て、当該申請書類の副本を地方厚生局宛て提出する。 

（３） 審査 

厚生労働省は、（１）及び（２）による申請書類について書類審査を行

い、特に問題がないと認められた場合は、必要に応じて、厚生労働省の輸

出食肉検査担当官を当該と畜場等及び食肉衛生検査所又は保健所（本要綱

において「食肉衛生検査所等」という。）に派遣し、現地調査を実施す

る。 

（４） と畜場等の認定及び指名検査員の指名 

  ア と畜場等の認定 

厚生労働省は、書類審査及び現地調査において、と畜場等の施設、設

備等がこの要綱に規定する要件等を満たしていると認められる場合に

は、当該と畜場等をアルゼンチンに食肉を輸出可能なと畜場等（本要綱に

おいて「認定と畜場等」という。）と認定し、認定番号を付し、都道府県

知事等を通じ設置者にその旨通知するとともに、アルゼンチン国家農畜

産品衛生品質管理機構（本要綱において「ＳＥＮＡＳＡ」という。）宛

て通知する。 

  イ 指名検査員の指名 

厚生労働省は、書類審査及び現地調査により、都道府県等から推薦さ

れたと畜検査員により、と畜場等で実施されている食肉の検査等が、適

当であると認められる場合には、当該と畜検査員をアルゼンチン向け認

定と畜場等の指名検査員として指名し、と畜場等毎にリストを作成して

都道府県等に通知する。 

 

４ アルゼンチン向け輸出食肉の要件 

アルゼンチン向け輸出食肉は、輸出検疫証明書（別紙様式４）に記載された要

件を満たさなければならない。 

 

５ 衛生証明書等の発行 

（１） 食肉衛生検査所又は保健所への検査申請 

    認定と畜場等において、食肉をアルゼンチンに輸出するために牛をとさ

つ、解体、分割及び細切しようとする者は、と畜場法施行令（昭和 28 年政

令第 216 号）第７条に定める検査申請書のほか、別紙様式５による申請書

をあらかじめ管轄する食肉衛生検査所等に提出する。 



（２） 食肉衛生証明書の発行 

ア 食肉衛生検査所等は、検査に合格した食肉であって、別紙様式６－１に

よる衛生証明書発行申請書が提出された場合、当該食肉の輸出時に別紙様

式６－２による食肉衛生証明書を別添２「食肉衛生証明書発行に係る留意

事項について」に従い作成し、発行すること。なお、別紙 ZZ-O1「一元的

な輸出証明書発給システムについて」に規定する一元的な輸出証明書発給

システム（本要綱において「輸出証明書発給システム」という。）又は電

子メールにより申請を行う場合にあっては、別添１によることとするこ

と。 

イ 検査に合格した食肉を認定と畜場等の外部の施設に搬出し、保管を行

う場合であって、食肉衛生証明書の発行時点で荷送人、荷受人又は仕向

地が未定である場合には、食肉衛生証明書の該当欄に「×××」と記載

の上、証明書の仮発行であることを明記して仮発行し、申請者からこれ

ら記載事項の報告と併せて当該証明書の提出を受けた後に、当該証明書

と同日付けで食肉衛生証明書を改めて発行する。 

ウ 食肉衛生検査所等は、食肉衛生証明書の原本及び副本を申請者に発行す

るとともに、原本の写しを食肉衛生検査所等に保管する。 

なお、輸出証明書発給システムにおける申請の場合は、原本はシステム

上の電子データであり、提出先である動物検疫所は食肉衛生証明書の発行

番号の入力により、当該電子データの閲覧が可能となるため、原則として

書面による発行はせず、申請者には当該食肉衛生証明書の証明日及び証明

書番号を伝えること。申請者が書面での交付を求める場合は、輸出証明書

発給システムにより印刷される原本の写し（署名、公印不要）を申請者に

発行すること 
（３） 農林水産省動物検疫所への輸出検査の申請 

アルゼンチンへ食肉を輸出しようとする者（以下、この項において「申請

者」という。）は、前記４に示す要件を理解した上で、動物検疫所に対し、

以下の書面を添えて、家畜伝染病予防法施行規則（昭和 26 年農林省令第 35 

号）第 52 条に規定する輸出検査申請書を提出し、輸出検査を申請すること。 

ア 家畜伝染予防法施行規則（昭和 26 年農林水産省令第 35 号）第 52 条第１

項に規定する輸出検査申請書 

イ （２）に基づく食肉衛生証明書の写し（食肉衛生証明書の発行申請中であ

る場合は、発行を申請した書面又は電子メールの写し） 

輸出証明書発給システムにより食肉衛生証明書の申請を行っている場合

は、食肉衛生証明書の証明日及び証明書番号（食肉衛生証明書の発行申請中

である場合は、申請年月日及び申請番号） 



（４） 食肉衛生証明書の原本の提出 

申請者が、（２）に基づく食肉衛生証明書の原本の交付を受けた場合は、

動物検疫所に対し、当該原本を提出すること。 

なお、輸出証明書発給システムにより（２）に基づき電子的な食肉衛生証

明書の発行申請を行っている場合は、原本は、当該システムを介し、食肉衛

生検査所等から農林水産省動物検疫所宛てに直接提出されることから、申請

者による提出は不要となる。 

（５） 農林水産省動物検疫所の輸出検疫証明書の交付 

ア 農林水産省動物検疫所は、（３）及び（４）による提出書類等により、ア

ルゼンチン向けに輸出可能なものであることが確認できた食肉について、申

請者に対し、別紙様式４によりアルゼンチンが求める輸出検疫証明書を交付

する。 

イ 農林水産省動物検疫所は、申請者に対し、輸出検疫証明書の原本及び写し

を交付するとともに、原本の写し及び関係書類を保管すること。 

ウ 申請者は、食肉の輸出に当たり、輸出検疫証明書の原本を当該食肉に添付

して輸出すること。 

（６） 食肉衛生証明書等の返納 

申請者は、（２）により発行された食肉衛生証明書又は（５）により交付

された輸出証明書に係る食肉について、ロットの再構成や封印シールの開封

等を行った場合には、速やかに食肉衛生証明書又は輸出検疫証明書をそれぞ

れの交付機関に返納するものとする。 

 

６ 指名検査員の研修等 

  指名検査員の研修等については、対米認定要綱の５（４）の規定を準用する。 

 

７ 定期的な確認等 

  厚生労働省の現地査察等については、対米認定要綱の５（５）の規定を準用す

る。この場合において、「前記３並びに５（１）、（２）及び（４）」とあるのは「前

記２、５（１）及び（２）並びに６」に読み替えること。 

 

８ 変更の届出 

  と畜場等の申請事項の変更届出に関する手続については、対米認定要綱の５

（６）の規定を準用する。 

 

９ 不正の防止基準 
（１） 検印及び封印シール 



ア 食肉衛生検査所等は、検査に合格した枝肉等に押印する検印及び容器包装

の封印シールについては、対米認定要綱別添４第１の１（１）に準じた承認

を受けたものを使用すること。 
イ 食肉衛生検査所等は、検印及び封印シールの保管・管理については、対米

認定要綱別添４第１の２（（１）及び（２）のうち、保管台帳の写しの厚生労

働省への届出に係る部分並びに（３）を除く。）に準じた管理をすること。 
（２） 輸送コンテナ等の封印 

動物検疫所等は、アルゼンチン向け輸出食肉を積載した輸送コンテナに、

固有の番号を記載し、開封時に破損される封印を施すこと。なお、アルゼン

チンまで当該封印を維持できない場合又は輸送コンテナを使用しない場合

は、次の方法により封印を行うこと。 
アルゼンチンに食肉を輸出しようとする者は、アルゼンチン向け輸出食肉

が入った容器包装を梱包可能な形にまとめて、他の荷物と区別し、輸送時に

破損しない方法を用いて輸送容器（ラップによる包装を含む。）で梱包する

こと。その上で、動物検疫所等は当該輸送容器に、固有の番号が記され、開

封時には破損されるような封印を施すこと。なお、アルゼンチン到着時のア

ルゼンチン当局による輸入時検査において、輸出から当該検査までの間に、

上記封印が破損され、開封されていると見なされた場合、輸入が認められな

いことがある。 
 
１０ 表示事項 

認定と畜場等は、アルゼンチン向け輸出食肉の外包装及び内包装には次の

事項をスペイン語で表示すること。なお、外包装の（１）部位名及び（１０）

製品登録番号については、梱包されている製品全ての内容を表示すること。 

（１）獣畜の種類及び部位名 

（２）製造者名及び所在地 

（３）輸入者名及び所在地 

（４）原産国名 

（５）認定番号 

（６）保存温度及び賞味期限 

（７）正味重量 

（８）製造日（カット日） 

（９）ロット番号 

（１０）製品登録番号（別に定める方法により、輸入者がＳＥＮＡＳＡのオン

ライン輸入申請システムに申請し、番号の付与を受けること。） 



（別添１） 

輸出証明書発給システム又は電子メールによる 

食肉衛生証明書の発行申請手続 

 

１ 食肉衛生証明書の発行申請前の手続 

輸出証明書発給システムにより発行申請を行う場合、申請者は、別紙 ZZ-O1「一

元的な輸出証明書発給システムについて」に基づき、システム利用申請の手続を

行うこと。 

 

２ 食肉衛生証明書の発行申請手続 

申請者は、食肉を輸出しようとする都度、輸出証明書発給システム又は電子メ

ールを利用して、食肉衛生証明書の発行申請に必要な書類を管轄の食肉衛生検査

所又は保健所宛てに提出すること。なお、輸出証明書発給システムにより申請を

行う場合は、別紙様式６－１による衛生証明書発行申請書は不要とすること。 

また、発行申請に当たっては、以下の事項に留意すること。 

（１）申請に利用する情報システムについて、セキュリティ対策に努めること。 

（２）食肉衛生証明書は、従来どおり書面による交付となることから、受取方

法について証明書発行機関とあらかじめ調整すること。 

  



（別添２） 

食肉衛生証明書発行に係る留意事項について 
 

食肉衛生検査所等は、下記の事項に留意し作成すること。（輸出証明書発給

システムによる申請の場合には、当該システムにより下記の事項は自動的に処

理され証明書が作成される。） 

 
 １ 食肉衛生証明書の全てのページ下部中央にページ番号を、右上部に様式内

の証明書番号記載欄とは別に証明書番号を付し、当該証明書が複数枚にわた

っても一連の証明書であることが明確となるようにすること。なお、ページ

番号の記載方法は、例えば当該証明書が３枚組で当該ページが１ページ目の

時は１／３と記載すること。 
 
 ２ すでに発行した食肉衛生証明書であって、記載事項の誤り等により当該証

明書を訂正し、新たに発行を行う場合、新しく発行される当該証明書の左上

部に「(訂正前の証明書の発行日).付け証明書番号 No.(訂正前の証明書の発

行番号)の差し替え」と記載すること。（例 2022/1/31.付け証明書番号

No.2200001 の差し替え） 
 


